
川崎町の人事行政の運営等の状況を公表します 
 

 平成１６年の地方公務員法の改正により、各地方公共団体は職員の任用、給与等の状況な

どの人事行政の運営等の状況について公表することが義務付けられ、当町では平成１７年３

月に「川崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を制定しました。 

 この条例は、人事行政の運営などの状況を町民の皆様にお知らせすることによって、その

公平性と透明性を高めることを目的としており、年に１回、定期的に公表するものです。 

 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 採用試験の実施状況（令和４年度）              （単位：人） 

区分 
申込者数 受験者数 合格者数 競争

率

(A/B) 
男 女 男 女 計(A) 男 女 計(B) 

一般行政職 

 初級（行政） 
１０ ５ ８ ５ １３ ３ １ ４ ３．３ 

一 般 行 政 職

（障がい者） 

 初級（行政） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ― 

看護・保健職 

上級（保健師） 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ― 

看護・保育職 

中級（看護師

等） 

１ １ １ １ ２ ０ １ １ ２ 

計 １１ ６ ９ ６ １５ ３ ２ ５  

   

 

(2) 事由別退職者数（令和４年度）                （単位：人） 

定年 

退職 

勧奨 

退職 

普通 

退職 

分限 

免職 

懲戒 

免職 
失職 

死亡 

退職 

再任用 

後退職 
計 

１ － ３ － － － － １ ５ 

 

(3)  職員の条例定数及び職員数の状況（令和５年４月１日）（単位：人） 

区分 条例定数 職員数 

町長事務部局の職員   ９３ ８８ 

教育委員会事務部局の職員  ４０ ３４ 

農業委員会事務部局の職員   ３ ２ 

議会の事務部局の職員   ３ ３ 

病院企業関係職員  ４７ ４５ 

水道企業関係職員   ４ ３ 

合計 １９０ １７５ 

   (注) １ 職員数は、毎年度総務省に報告する「地方公共団体定員管理調査」の数値です。 

       （町長・副町長・教育長を除く。） 

      ２ 条例定数は、「川崎町職員定数条例」に規定する職員定数です。 

      ３ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に基づき、他の地方公共団体に派遣され

た職員は含まれません。 

 

 



 

 (4)  部門別職員数の状況（令和５年４月１日現在）    （単位：人） 

区分 

部門 

職員数（人） 

男 女 合計 

一般行政 

議    会 ２ １ ３ 

総    務 １８ ７ ２５ 

税    務 ４ ５ ９ 

労 働 １ ０ １ 

農 林 水 産 １１ １ １２ 

商    工 ２ １ ３ 

土    木 ６ １ ７ 

民    生 ９ １１ ２０ 

衛    生 ６ ６ １２ 

計 ５９ ３３ ９２ 

教   育 ９ １５ ２４ 

公営企業等 

病 院 １４ ３１ ４５ 

水 道 事 業 ３ ０ ３ 

下 水 道 １ ２ ３ 

そ の 他 ４ ４ ８ 

計 ２２ ３７ ５９ 

合    計 ９０ ８５ １７５ 

   

２ 職員の給与の状況 

(1)  人件費の状況（令和４年度一般会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口

(令和5年3月末現在) 
歳出額（A) 実質収支 人件費（B） 

人件費率 

B/A×100 

令和４年度 
8,210 

人 

54 億 3,291 

万円 

3 億 3,923 

万円 

10 億 7,227 

万円 

19.7 

％ 

  （注） 1 実質収支とは、当該年度における余剰金です。 

       2 人件費には、職員共済費、議員報酬、町長・副町長等の給与が含まれます。 

 

(2)  職員給与費の状況（令和４年度一般会計決算） 

区分 
職員数

（A) 

給与費 1 人 

当たり

給与費

（B/A） 
給料 職員手当 

期末勤勉手当 

（ボーナス） 
計（B) 

令和４年度 
119 

人 

3億 8,628 

万円 

5,811 

万円 

1 億 4,443 

万円 

5 億 8,882 

万円 

495 

万円 

  （注）1 職員数は令和４年４月１日現在の数値です。 

     2 職員手当には退職手当を含みません。 

 

(3)  平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢（令和５年４月１日現在） 

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般行政職 288,400 円 321,800 円 39 歳 1 月 

技能労務職 242,300 円 285,700 円 48 歳 6 月 



  （注） 平均給与月額は、平均給料月額に扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、 

     時間外手当、特殊勤務手当等を加えたものです。 

 

(4)  職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 
川 崎 町 国 

決 定 

初 任 給 

決 定 

初 任 給 

一般行政職 
大学卒程度 185,200 円 185,200 円 

高校卒程度 154,600 円 154,600 円 

 

(5)  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一 般 行 政 職 

大学卒程度 
（参考 9 年） 

239,500 円 

 

287,400 円 

 

352,600 円 

高校卒程度 
 

214,800 円 

（参考 14 年） 

234,400 円 

（参考 19 年） 

297,500 円 

技 能 労 務 職 高 校 卒 
（参考 9 年） 

210,000 円 
－ － 

  （注）1 経験年数は、採用前に民間企業等に勤務した期間がある場合にはその期間を換算

し、採用後の勤務期間に加算した年数です。 

     2 対象者がいないところは、参考として近い経験年数の数値を記載しています。 

 

(6)  一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在） 

  区分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 

計 
職務内容 主  事 主  事 

係  長 課長補佐 課長補佐 会計管理者 会計管理者 

技術係長 主  幹 室長補佐 課   長 課   長 

主  査 技術主幹 主  幹 局   長 局   長 

技術主査   技術主幹 室   長 室   長 

      所   長 所   長 

      参   事   

職員数 25 14 16 10 10 10 3 88  

（男） 15 12 13 7 6 10 3 66 

（女） 10 2 3 3 4 0 0 22 

構成比 28.4% 15.9% 18.2% 11.4% 11.4% 11.4% 3.3% 100% 

（注）1 川崎町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

     2 職員は従事する職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、給料表に定める級

に格付けされています。 

 
(7)  国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数）の状況 

区分 平成 30 年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

一般行政職 95.2 98.1 98.2 98.2 97.3 

  （注） ラスパイレス指数は、国家公務員の給料を 100 とした場合の町職員の給与水準を

示したものです。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(10)  普通会計の主な手当の状況（令和５年４月現在） 

区分 支給基準・支給額等 
支 給 対 象 

職 員 数 

平 均 支 給 

月 額 

扶 養 手 当 

※配偶者               6,500 円 

※子                 10,000 円 

※父母等                6,500 円 

※16 歳～22 歳の扶養親族加算     各 5,000 円 

39 人 17,400 円 

地 域 手 当 

民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に

在勤する職員【（給料+管理職手当+扶養手当）の月額

に支給割合を乗じた額】 

支給割合  1 級地（東京都）：20％、6 級地（仙台市）：

6％ 

０人  

期 末 手 当 

勤 勉 手 当 

（ボーナス） 

（支給率）  期末手当   勤勉手当 

 ６月期   1.275 月分   0.95 月分 

１２月期   1.275 月分   0.95 月分 

  計    2.55 月分    1.90 月分 

 ※職務の級等により５～15％の加算措置あり 

 ※平均支給月額は、令和元年度の実績により算出 

86 人 
1,292,300 円 
（年間支給額） 

寒 冷 地 

手 当 

世帯の区分に応じて次のとおり支給（11～3 月）する。 

・扶養親族を有する世帯主  17,800 円／月 

・扶養親族なしの世帯主   10,200 円／月 

・その他の職員       7,360 円／月 

 ※平均支給月額は、令和 3 年 3 月を基に算出 

84 人 
63,600 円 

（年間支給額） 

通 勤 手 当 

交通機関利用者 

・交通機関利用 月額 55,000 円まで全額支給 

・自動車等使用 片道 2Km 以上の者 

        月額 2,000 円～31,600 円 

48 人 8,100 円 

住 居 手 当 

家賃、間代が月額 16,000 円以上の職員に対し、家賃 

等の額に応じ支給（最高限度額 28,000 円） 

 

15 人 23,100 円 

管 理 職 

手 当 

管理・監督の地位にある職員に支給する。 

・課長職で 7 級在級の者     62,300 円 

・課長職で 6 級在級の者     59,500 円 

・参事職で 6 級在級の者     47,600 円 

13 人 60,100 円 

時 間 外 手 当 正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給する。 37 人 20,100 円 

特殊勤務手当 特殊な技術を要する仕事の従事職員に支給する。 0 人 0 円 

管 理 職 員 

特別勤務手当 

週休日等又は災害等によりに週休日等以外の午前０時

から午前５時まで勤務した管理職手当の支給を受ける

職員に支給する。 

0 人 0 円 

  （注）1 支給対象職員数は、普通会計の一般行政職です。 

     2 平均支給月額は、４月支給額等を支給対象職員数で除した金額です。 

 

 

(8)  退職手当の状況 

      （令和５年４月１日現在） 

区

分 
支給率 

自己 

都合 

勧奨 

定年 

退

職

手

当 

 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

19.6695 月分 

28.0395 月分 

39.7575 月分 

47.709 月分 

24.586875 月分 

33.27075 月分 

47.709   月分 

47.709   月分 

・その他の 

 加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（2～20％加算） 

 

(9)  特別職の報酬等の状況 

      （令和５年４月１日現在） 

区分 給料・報酬月額 
期末手当 

（R3 ボーナス） 

町 長 845,000 円 
 6 月期 1.65 月分 

12 月期 1.65 月分 

 計    3.3 月分 

副町長 610,000 円 

教育長 539,000 円 

議 長 320,000 円 
 6 月期 1.65 月分 

12 月期 1.65 月分 

 計    3.3 月分 

副議長 272,000 円 

議 員 262,000 円 

 



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

(1)  職員の主な勤務時間（令和５年４月１日現在） 

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 

38 時間 45 分 8：30 17：15 12：00～13：00 

 

(2)  職員の年次有給休暇の取得状況（令和４年１月１日～令和４年 12 月 31 日） 

総付与日数 総使用日数 全対象職員数 平均使用日数 取得率 

3,528 日 676 日 91 人 7.4 日 19.2％ 

  （注）1 対象職員は町長部局に勤務する一般職員で、⑴の時間帯に勤務時間が割り振られ

ている職員となっています。 

     2 期間中に育児休業、休職の事由がある職員は除きます。 

 

(3)  休暇等の種類（令和５年４月１日現在） 

区分 休暇日数等 

有

給

休

暇 

年次休暇 
１歴年ごとに 20 日以内とし、翌年に限り 20 日を越えない範囲内の残

日数を繰り越すことができる 

病気休暇 
負傷又は疾病の療養を要する場合 

 最小限必要と認められる期間 

特別休暇 
（主なもの） 

公民権行使 
職員が選挙権その他公民として権利を行使す

る場合 【必要と認められる期間】 

証人・鑑定人・参考人 

職員が左記により国会、裁判所、自治体の議

会、その他官公署へ出頭する場合 

 【必要と認められる期間】 

骨髄液の提供 
職員が骨髄液の提供者として、検査、入院等

が必要であるとき 【必要と認められる期間】 

社会貢献活動 

職員が自発的に、かつ報酬を得ないで社会に

貢献する活動を行う場合 

 【１年につき５日以内】 

結婚休暇 
職員が結婚するとき。 

 【連続する７日以内】 

産前・産後休暇 
 【出産予定日までの８週間】 

 【出産の日から８週間】 

育児時間休暇 
生後１歳未満の子を養育する職員 

 【１日１時間以内又は１日２回各 30分以内】 

看護休暇 

小学校就学前の子を養育する職員が、その子

を看護する必要があるとき。 

 【１年に５日以内】 

妻の出産 
出産予定日の 14 日前から出産後 14 日までの

間において 【２日以内】 

忌引休暇 
職員の親族が死亡したとき、続柄及び死亡時

の生計関係により 【１～10 日以内】 

父母等の法要 父母等の法要のための休暇 【１日以内】 

夏季休暇（７月～９月） 
夏季における家庭生活の充実のための休暇 

 【４日以内で必要と認められる期間】 

 

介護休暇 

 配偶者等で、負傷、疾病又は老齢により、２週間以上の期間にわた

り日常生活を営むのに支障があるもの【３回以内かつ通算して６月を

超えない範囲内で指定する期間内において、必要と認められる期間】 

 

 

 

 



４ 職員の分限及び懲戒の状況 

(1)   分限処分（令和４年度）                   （単位：人） 

          処分の種類 

処分事由 
降任 免職 休職 降格 合計 失職 

勤務実績が 

良くない場合 
法第 28 条第 1 項第 1 号 － － － － － － 

心身の故障の場合 
法第 28 条第 1 項第 2 号 

         第 2 項第 1 号 
－ － － － － － 

職に必要な適格性を

欠く場合 
法第 28 条第 1 項第 3 号 － － － － － － 

職制、定数の改廃予算

の減少により廃職、過

員を生じた場合 

法第 28 条第 1 項第 4 号 － － － － － － 

刑事事件に関し起訴

された場合 
法第 28 条第 2 項第 2 号 － － － － － － 

条例で定める事由 法第 27 条第 2 項 － － － － － － 

合  計  0 0 0 0 0 0 

法第 28 条第 4 項により失職した者 － － － － － － 

  （注） 分限処分とは、勤務実績不良の場合や、心身の故障の場合、又はその職に必要な適

格性を欠く場合において、公務能率の維持並びに適正な行政運営の確保を図るために

行われる処分です。 

 

(2)  懲戒処分（令和４年度）                （単位：人） 

           処分の種類 

処分事由 
戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 
法第 29 条第

1 項第 1 号 
－ － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務

を怠った場合 

法第 29 条第

1 項第 2 号 
－ － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合 

法第 29 条第

1 項第 3 号 
－ － － － － 

合  計  － － － － － 

  (注） 懲戒処分とは、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠っ

た場合又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合において、職場の秩

序を維持し、回復を図るために行われる処分です。 

 

５ 職員の服務の状況 

(1)  営利企業等従事許可申請の状況（令和５年度）      （単位：件） 

区分 申請件数 許可件数 

会社の役員等の地位を兼ねる場合 － － 

自ら営利を目的とする私企業を営む場合  ２  ２ 

報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合 ３１ ３１ 

計 ３３ ３３ 

 

 

 

 

 

 



６ 職員の研修状況 

(1)  主な職員研修の実施状況（令和４年度） 

区  分 研修場所 期 間 
受講者

（人） 

階
層
別
研
修 

一般職員研修Ⅰ 
県市町村 

職員研修所 
４日間 ５ 

一般職員研修Ⅱ 
県市町村 

職員研修所 
４日間 ８ 

新規採用職員研修 
県市町村 

職員研修所 
４日間 ３ 

監督者研修Ⅰ 
県市町村 

職員研修所 
３日間 ６ 

管理者研修Ⅰ 
県市町村 

職員研修所 
３日間 ４ 

管理者研修Ⅱ 
県市町村 

職員研修所 
２日間 ４ 

管理者研修Ⅲ 
県市町村 

職員研修所 
２日間 １ 

そ
の
他 

条例・規則作成研修「基礎編」 
県市町村 

職員研修所 
２日間 ２ 

地方公務員制度研修ほか 
県市町村 

職員研修所 
２日間 ５ 

後輩がぐんぐん伸びる ティーチ

ング・サポーティング・コーチン

グ講座 

県市町村 

職員研修所 
２日間 １ 

合計 ３９ 

 

(2)  人事評価の状況                    （単位：人） 

評 価 期 間 令和４年 4 月 1 日から令和５年 3 月 31 日 

評価対象職員 
対象外職員（実施規程第３条に規定する職員及び出向者）を除

く全職員 167名 

評 定 の 方 法 

人事評価は、能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用い

て行う 

評価は、一次評価者、二次評価者、確認者が行い、評価者は、

所属課長等、総務課長及び副町長又は町長による 

評定区分は５段階評定とする 

評 定 結 果 
A 評定 B 評定 C 評定 D 評定 E 評定 

２ ７ 155 ２ １ 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1)  健康診断の状況（令和４年度）                （単位：人） 

区分 
健康 

診断 

胃 

がん 

子宮 

がん 

乳 

がん 

大腸 

がん 
脳 

ドック 

人間 
ドッグ 

受診者数 121 14 70 67 23 15 105 

 

(2)  共済制度  

    宮城県市町村職員共済組合に加入しています。 

 

 



(3)  職員互助会助成（令和４年度） 

助成団体名 川崎町職員互助会 

公費負担の助成金はありません。 助 成 額 0 円 

事業決算額 1,364,920円 

 

(4)  公務災害の発生状況（令和４年度）           （単位：件） 

補         償 
福祉事業 

療養補償 障害補償 遺族補償 その他 計 

１ － － － １ － 

 

(5)  県人事委員会より報告を受けた公平委員会の業務の状況（令和４年度）（単位：件） 

区分 
前 年 度 

未処理件数 

要 求 及 び 

申 立 件 数 
処 理 件 数 

今年度未処

理 件 数 

措
置
要
求 

給与 － － － － 

勤務時間・休暇 － － － － 

その他勤務条件 － － － － 

審
査
請
求 

分限処分 － － － － 

懲戒処分 － － － － 

転任 － － － － 

その他 － － － － 

 

   

 （注） 公平委員会の事務の委託 

   １ 地方公務員法第７条第３項の規定により、町は公平委員会を置くこととれています。 

     ただし、同法第７条第４項の規定では、他の地方公共団体の人事委員会に委託してそ

の事務を処理させることができるとされており、本町では、公平委員会の事務を県の

人事委員会に委託しています。また、毎年７月末日までに前年度の業務の状況の報告

を県人事委員会から受けることとしています。 

   ２ 公平委員会の権限は地方公務員法第８条第２項に定められています。その主な内容は 

次のとおりです。 

 （１）職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、

及び必要な措置をとること。 

   （２）職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をするこ 

と。 

   （３）職員の苦情を処理すること。 


